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○建築基準法に基づく処分基準 

都道府県知事は、指定確認検査機関が第７７条の１９各号（第四号を除く）の一に至ったときは、その指定を取り消さなければならな

い。 
  
〇佐賀県指定確認検査機関の処分の基準（平成２２年４月１日策定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
① 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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